
あきる野市宅地開発等指導要綱の協議について 

 

 

 事 前 相 談  

 

 

 事 前 審 査 調 書 の 作 成  

 

 

 庁 内 調 整  

 東京都･あきる野市開発連絡調整会  （毎月１回） 

 

 

 あ き る 野 市 宅 地 開 発 等 審 査 会  （必要に応じて開催） 

 

 

 相 談 に 対 す る 回 答  

 

 

 事 業 計 画 審 査 願  

 

 

 事 業 計 画 審 査 結 果 通 知  

 

 

 事 業 計 画 協 議 申 請  

 公共施設管理者の同意・協議申請   

 

 

 協 議 書 の 締 結  

 同 意 書 の 交 付  

 

○ 東京都への許可申請に必要な公共施設用地の編入同意は、当該施設管理者の同

意が別途必要になります。 

○ 自費工事、占用等の当該施設を管理する部署が定める手続きは、別途必要にな

ります。 
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事業主 

事業主と市 

市 

回答に対して、事業主との事

前協議が成立可能な場合は

省略することがあります。 


